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議案第５３号

京都地方税機構規約の変更について

京都地方税機構規約の変更を次のとおり行う。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の

１１の規定により、議会の議決を求める。

平成２８年１１月２８日提出

向日市長 安 田 守
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京都地方税機構規約の一部を改正する規約

京都地方税機構規約（平成２１年８月５日総行市第１５４号）

の一部を次のように改正する。

第４条第２号中「軽自動車税」を「自動車取得税、自動車税及

び軽自動車税」に、「（地方税法」を「（同法」に、「軽自動車

及び」を「軽自動車又は」に、「限る」を「係るものに限る」

に、「データ作成及びこれ」を「受付、税額の算定（軽自動車税

に係るものを除く。）、調査及びデータの作成（軽自動車税に係

るものに限る。）並びにこれら」に改める。

別表第３項を次のように改める。

３ 第４ (1) 全 京都府の負担金 経費の額に京都府における申告書等

条第２ 構成団 の処理に要する事務量を京都府及び

号に掲 体に負 京都府内の市町村における申告書等

げる事 担を求 の処理に要する事務量（以下この項

務に要 めるべ において「全体事務量」という。）

する経 き経費 で除して得た数を乗じて得た額

費 市町村の負担金 経費の額に京都府内の市町村におけ

る申告書等の処理に要する事務量を

全体事務量で除して得た数を乗じて

得た額に、当該市町村の申告書等処

理件数に応じた事務量を京都府内の

市町村の申告書等処理件数に応じた

事務量で除して得た数を乗じて得た
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額

(2) 全 京都府の負担金 京都府事務のみに要する経費の額

構成団 市町村の 基本負担 市町村事務のみに要する経費の額

体には 負担金 額 （以下この項において「市町村負担

負担を 金額」という。）の１００分の５に

求める 相当する額を構成団体の市町村の数

べきで で除して得た額

ない経 人口割額 市町村負担金額の１００分の４７．

費 ５に相当する額に当該市町村の人口

を京都市を除く京都府内の市町村の

人口で除して得た数を乗じて得た額

申告書等 市町村負担金額の１００分の４７．

処理件数 ５の６分の５に相当する額に当該市

割額 町村の申告書等処理件数に応じた事

務量を京都市を除く京都府内の市町

村の申告書等処理件数に応じた事務

量で除して得た数を乗じて得た額

課税台数 市町村負担金額の１００分の４７．

割額 ５の６分の１に相当する額に当該市

町村の軽自動車税の課税台数を京都

市を除く京都府内の市町村の軽自動

車税の課税台数で除して得た数を乗

じて得た額

別表第４項中「第４条第１号」の次に「及び第２号」を加え、
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「同号」を「同条第１号及び第２号」に改める。

別表の備考の３中「経費」の次に「、申告書等の処理に要する

事務量」を加える。

附 則

（施行期日）

１ この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。

（経過措置）

２ この規約の施行の日から平成２９年３月３１日までの間は、

この規約による変更後の京都地方税機構規約第４条第２号の規

定にかかわらず、同号に掲げる広域連合の処理する事務（この

規約による変更前の京都地方税機構規約第４条第２号に掲げる

事務を除く。）は、同号に掲げる事務の準備行為とする。

３ 前項の準備行為に係る経費の支弁の方法については、なお従

前の例による。
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〈参 考〉

一部を改正する規約京都地方税機構規約の

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（広域連合の処理する事務） （広域連合の処理する事務）

第４条 略 第４条 略

(1) 略 (1) 略

(2) 地方税法に基づき構成団体が賦課徴収すべき自動車 (2) 地方税法に基づき構成団体が賦課徴収すべき軽自動

取得税、自動車税及び軽自動車税（同法 第４４２ 車税 （地方税法第４４２

条第２号に規定する軽自動車又は同条第４号に規定す 条第２号に規定する軽自動車及び同条第４号に規定す

る二輪の小型自動車に係るものに限る。以下同じ ） る二輪の小型自動車に限る 。以下同じ ）。 。

に係る申告書等の受付、税額の算定（軽自動車税に係 に係る申告書等のデータ作成及びこれ

るものを除く 、調査及びデータの作成（軽自動車。）

税に係るものに限る ）並びにこれらに関連する事務 に関連する事務。

(3)～(6) 略 (3)～(6) 略
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別表（第１７条関係） 別表（第１７条関係）

１及び２ 略 １及び２ 略

３ 第４条第２ (1) 全 京都府の負 経費の額に京都 ３ 第４条第２ 市 町 村 基本負担額 経費の額の１０

号に掲げる事 構 成 団 担金 府における申告 号に掲げる事 の 負 担 ０分の５に相当

務に要する経 体 に 負 書等の処理に要 務に要する経 金 する額を構成団

費 担 を 求 する事務量を京 費 体の市町村の数

め る べ 都府及び京都府 で除して得た額

き経費 内の市町村にお

ける申告書等の

処理に要する事 人口割額 経費の額の１０

務量（以下この ０分の４７．５

項において「全 に相当する額に

体事務量」とい 当該市町村の人

う ）で除して 口を京都市を除。

得た数を乗じて く京都府内の市

得た額 町村の人口で除

して得た数を

市町村の負 経費の額に京都 乗じて得た額

担金 府内の市町村に

おける申告書等

の処理に要する 申告書等処 経費の額の１０

事務量を全体事 理件数割額 ０分の４７．５

務量で除して得 の６分の５に相

た数を乗じて得 当する額に当該

た額に、当該市 市町村の申告書

町村の申告書等 等処理件数に応

処理件数に応じ じた事務量を京

た事務量を京都 都市を除く京都

府内の市町村の 府内の市町村の

申告書等処理件 申告書等処理件

数に応じた事務 数に応じた事務

量で除して得た 量で除して得た

数を乗じて得た 数を乗じて得た

額 額

(2) 全 京都府の負 京都府事務のみ

構 成 団 担金 に要する経費の

体 に は 額 課税台数割 経費の額の１０

負 担 を 額 ０分の４７．５

求 め る 市 町 基 本 市町村事務のみ の６分の１に相

べ き で 村 の 負 担 に要する経費の 当する額に当該

な い 経 負 担 額 額（以下この項 市町村の軽自動

費 金 において「市町 車税の課税台数

村負担金額」と を京都市を除く

いう ）の１０ 京都府内の市町。

０分の５に相当 村の軽自動車税

する額を構成団 の課税台数で除

体の市町村の数 して得た数を乗

で除して得た額 じて得た額

人 口 市町村負担金額

割 額 の１００分の４

７．５に相当す

る額に当該市町

村の人口を京都

市を除く京都府

内の市町村の人
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口で除して得た

数を乗じて得た

額

申 告 市町村負担金額

書 等 の１００分の４

処 理 ７．５の６分の

件 数 ５に相当する額

割 額 に当該市町村の

申告書等処理件

数に応じた事務

量を京都市を除

く京都府内の市

町村の申告書等

処理件数に応じ

た事務量で除し

て得た数を乗じ

て得た額

課 税 市町村負担金額

台 数 の１００分の４

割 額 ７．５の６分の

１に相当する額

に当該市町村の

軽自動車税の課

税台数を京都市

を除く京都府内

の市町村の軽自

動車税の課税台

数で除して得た

数を乗じて得た

額

４ 上記以外の経費 京都府の負 経費の額に京都 ４ 上記以外の 京都府の負担金 経費の額に京都

担金 府からの派遣職 経費 府からの派遣職

員数（第４条第 員数（第４条第

１号及び第２号 １号

に掲げる事務に に掲げる事務に

従事する京都府 従事する京都府

からの派遣職員 からの派遣職員

数を除く ）を 数を除く ）を。 。

構成団体からの 構成団体からの

派遣職員数（同 派遣職員数（同

条第１号及び第 号

２号に掲げる事 に掲げる事

務に従事する構 務に従事する構

成団体からの派 成団体からの派

遣職員数を除 遣職員数を除

く。以下この項 く。以下この項

。） 。）において同じ において同じ

で除して得た数 で除して得た数

を乗じて得た額 を乗じて得た額

市 町 基 本 経費の額に市町 市町村の負 基本負担 経費の額に市町

村 の 負 担 村からの派遣職 担金 額 村からの派遣職

負 担 額 員数（第４条第 員数（第４条第

金 １号及び第２号 １号

に掲げる事務に に掲げる事務に
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従事する市町村 従事する市町村

からの派遣職員 からの派遣職員

数を除く ）を 数を除く ）を。 。

構成団体からの 構成団体からの

派遣職員数で除 派遣職員数で除

して得た数を乗 して得た数を乗

じて得た額（以 じて得た額（以

下この項におい 下この項におい

て「市町村負担 て「市町村負担

」 。） 」 。）金額 という 金額 という

の１００分の５ の１００分の５

に相当する額を に相当する額を

構成団体の市町 構成団体の市町

村の数で除して 村の数で除して

得た額 得た額

略 略 略 略

略 略 略 略

略 略 略 略

１及び２ 略 １及び２ 略

３ 第３項に規定する経費、申告書等の処理に要する事 ３ 第３項に規定する経費

務量及び申告書等処理件数に応じた事務量の算定方法 及び申告書等処理件数に応じた事務量の算定方法

その他必要な事項は、広域連合長が別に定める。 その他必要な事項は、広域連合長が別に定める。


